
國學院大學学術情報リポジトリ

令集解のなかの義解学 : 伴記の法解釈を中心として

言語: Japanese

出版者: 

公開日: 2023-02-06

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 小林, 宏

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.57529/00001154URL



令
集
解
の
な
か
の
義
解
学

伴
記
の
法
解
釈
を
中
心
と
し
て

小

林

宏

は
し
が
き

一

伴
記
に
よ
る
義
解
の
引
用

二

そ
の
他
の
義
解
の
引
用

む

す

び

は

し

が

き

周
知
の
よ
う
に
令
義
解
は
令
文
の
解
釈
を
統
一
す
る
目
的
の
下
に
、
国
家
的
事
業
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
養
老
令
の
勅
撰
の
注
釈
書
で

あ
る
。
そ
れ
は
天
長
十
年
（
八
三
三
）
十
二
月
に
撰
進
さ
れ
、
翌
承
和
元
年
十
二
月
に
施
行
さ
れ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
令
義
解
の
文
に

は
、
令
本
文
・
本
注
と
同
一
の
法
的
効
力
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
従
っ
て
令
義
解
の
成
立
直
後
か
ら
当
時
の
明
法
官
人
に
と

っ
て
果
す
べ
き
作
業
と
し
て
、
次
の
二
つ
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
第
一
は
先
ず
義
解
文
を
理
解
し
、
そ
れ

を
説
明
し
て
、
そ
の
意
味
内
容
を
確
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
義
解
文
の
解
釈
で
あ
る
。
そ
の
第
二
は
義
解
文
を
当
該
令
文
に
対
し

て
だ
け
で
は
な
く
、
広
く
養
老
令
一
般
の
解
釈
と
適
用
に
役
立
た
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
義
解
文
の
応
用
で
あ
る
。
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さ
て
九
世
紀
の
後
半
、
貞
観
の
頃
、
惟
宗
直
本
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
令
集
解
は
、
日
本
令
を
注
釈
し
た
諸
私
記
を
類
聚
し
た
法
書

で
あ
る
が
、
そ
の
諸
私
記
の
多
く
は
令
義
解
撰
進
以
前
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
義
解
文
の

引
用
は
な
い
。
し
か
し
令
集
解
に
は
、
若
干
の
私
記
に
お
い
て
、
令
義
解
が
引
載
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
伴
記
は
職
員
令
、
後
宮
職

員
令
、
東
宮
職
員
令
に
し
か
現
わ
れ
て
い
な
い
が
、
義
解
と
最
も
関
係
の
深
い
私
記
で
あ
っ
た
。
以
下
、
伴
記
を
中
心
に
令
集
解
を
通

じ
て
、
上
記
の
義
解
に
関
す
る
問
題
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。
但
し
、
い
わ
ゆ
る
異
質

令
集
解
（
令
集
解
巻
第
一
、
巻
第
二
十
、
巻
第
三
十
五
）
は
、
通
常
の
令
集
解
と
は
、
そ
の
編
者
、
成
立
年
代
等
を
異
に
す
る
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
、
今
回
の
検
討
の
対
象
か
ら
除
外
し
、
そ
れ
に
関
し
て
は
別
途
、
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。

一

伴
記
に
よ
る
義
解
の
引
用

先
ず
伴
記
に
よ
る
義
解
文
の
解
釈
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
伴
記
は
令
文
に
対
し
て
、
屡
々
訓

学
的
な
注
釈
を
施
し
て
い
る
が
、

義
解
文
に
対
し
て
も
同
様
に
玉
篇
等
の
中
国
の
字
書
に
よ
っ
て
、
そ
の
語
句
に
注
釈
を
施
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
次
に
示
す
通
り
で
あ

る
。

伴
云
。
義
解
。

者
。
毛
詩
。

続
也
。
国
語
。

明
也
。
爾
雅
。

光
也
。
野
王
案
。

擢
也
。
説
文
。

続
也
。
方
言
所
以

懸
擢
。
謂
之

也
。（
六
七－

七
Ａ
。
六
七
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
令
集
解
』
の
頁
数
、
七
は
そ
の
行
数
、
Ａ
は
そ
の
右
列
、

Ｂ
は
そ
の
左
列
を
示
す
。
以
下
、
同
じ
）

右
の
文
は
、
職
員
令
６
図
書
寮
条
の
「
頭
一
人
」
の
本
注
「
修
撰
国
史
」
に
対
す
る
義
解
「
謂
。

国
事
。
修
・

史
書
也
」
の

「

」
字
に
つ
い
て
解
釈
し
た
も
の
で
あ
る
。

2國學院法學第54巻第1号 (2016)



伴
記
が
令
文
の
語
句
を
解
釈
す
る
に
当
っ
て
、
古
記
、
令
釈
等
と
同
様
に
玉
篇
を
主
に
利
用
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先
学

に
よ
っ
て
屡
々
指
摘
さ
れ
た
処
で
あ
る
。
と
り
わ
け
近
時
、
京
都
大
学
令
集
解
研
究
会
の
諸
氏
に
よ
っ
て
、
令
集
解
所
載
の
各
私
記
に

お
け
る
玉
篇
利
用
の
実
態
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
、
そ
の
中
で
伴
記
に
よ
る
、
そ
の
利
用
の
形
態
も
判
明
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
注
目
す

べ
き
こ
と
で
あ
る
（
京
都
大
学
令
集
解
研
究
会
「『
令
集
解
』
に
於
け
る
『
玉
篇
』
利
用
の
実
態
」『
鷹
陵
史
学
』
第
三
・
四
号
、
一
九

七
七
年
）。
即
ち
伴
記
の
玉
篇
引
用
形
態
の
特
色
は
、
玉
篇
に
依
拠
し
て
語
句
を
間
接
引
用
す
る
際
に
典
籍
名
を
明
記
す
る
形
式
が
圧

倒
的
に
多
く
、
単
に
同
義
語
を
摘
出
記
載
す
る
形
式
は
少
な
い
と
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
引
用
の
多
く
が
古
記
、
令
釈
等
の
既
註
箇
所
と

は
異
な
っ
た
字
句
の
註
釈
に
向
け
ら
れ
、
ま
た
既
註
箇
所
へ
註
釈
を
加
え
る
に
際
し
て
も
、
既
註
の
内
容
と
同
一
の
註
釈
を
繰
り
返
す

こ
と
は
な
い
と
さ
れ
る
（
同
上
二
三
八
頁
）。
こ
の
指
摘
は
、
伴
記
の
法
解
釈
を
考
え
る
場
合
に
も
示
唆
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
前
掲
論
文
を
参
照
し
つ
つ
、
伴
記
が
玉
篇
及
び
そ
の
他
の
字
書
、
類
書
を
引
用
し
て
注
釈
を
施
し
た
と
思
わ
れ
る
義
解

文
の
字
句
を
あ
げ
る
に
止
め
る
。
即
ち
次
の
通
り
で
あ
る
。
職
員
令
３
中
務
省
条
の
「
大
輔
一
人
」
の
本
注
「
規
諫
」
に
対
す
る
義
解

「
以
恩・
正
君
曰
規・
。
以
義
匡
主
曰
諫
」
の
「
恩
」
と
「
規
」（
六
一－

八
Ａ
）、
同
９
陰
陽
寮
条
の
「
頭
一
人
」
の
本
注
「
天
文
」
に
対

す
る
義
解
「
謂
。
天
文
者
。
日
月
五・
星・
二・
十・
八・
宿・
也
」
の
「
五
星
」「
二
十
八
宿
」（
七
二－

二
Ｂ
）、
同
43
主
殿
寮
条
の
「
頭
一
人
」

の
本
注
「
松
柴
。
炭
燎
」
に
対
す
る
義
解
「
謂
。
柴
薪・
柴・
、
燎
庭・
燎・
」
の
「
薪
柴
」「
庭
燎
」（
一
二
七－

二
Ａ
）、
同
46
内
膳
司
条
の

「
奉
膳
二
人
」
の
本
注
「
進
食
先
嘗
」
に
対
す
る
義
解
「
謂
。
在
御
所
而
嘗
之
。
凡
玉・
食・
・

。
欲
登
天
供
。
膳
官
營
造
。
淸
戒
俱
至
」

の
「
玉
食
」「

」（
一
三
一－

一
Ａ
）、
同
58
弾
正
台
条
の
「
尹
一
人
」
の
本
注
「
粛
淸
風
俗
」
に
対
す
る
義
解
「
・
・
・
・
・
仮
令
。

信
濃
国
俗
。
夫
死
者
即
以
婦
為
殉・
」
の
「
殉
」（
一
三
七－

九
Ａ
）
に
つ
い
て
な
ど
で
あ
る
。

伴
記
に
よ
る
義
解
文
の
注
釈
の
仕
方
を
み
る
と
、
上
記
の
中
国
の
字
書
等
に
よ
る
注
釈
と
共
に
、
義
解
文
の
意
味
内
容
を
先
行
の
学

説
に
よ
っ
て
論
理
的
に
説
明
す
る
注
釈
方
法
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
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⑴
伴
。
跡
云
。
仮
如
。
大
宰
進
腹
赤
。
吉
備
進
白
魚
御
贄
之
類
。（
一
二
二－

七
Ａ
）

⑵
伴
云
。
跡
云
。
問
。
考
選
任
官
之
類
。
必
可
由
弁
官
。
何
者
。
考
課
令
云
。
京
官
畿
内
。
十
月
一
日
。
考
文
申
送
太
政
官
。
外
国

十
一
月
一
日
。
附
朝
集
使
申
送
者
。
然
何
称
不
由
弁
官
政
哉
。
答
。
先
申
弁
官
。
而
後
弁
官
則
下
式
部
。
々
々
勘
定
等
第
訖
。
不

由
弁
官
直
申
大
臣
。
又
任
官
之
撰
擬
同
申
。
此
称
不
由
弁
官
政
耳
。（
四
三－

六
Ａ
）

⑴
は
職
員
令
39
宮
内
省
条
の
「
卿
一
人
」
の
本
注
「
口
味
」
に
対
す
る
義
解
「
謂
。
除
調
雑
物
外
。
諸
方
別
献
珍
味
是
也
」
に
つ
い

て
、
伴
記
が
跡
記
を
引
い
て
、「
諸
方
別
献
珍
味
」
の
具
体
的
な
事
例
を
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。

⑵
は
同
２
太
政
官
条
の
「
左
大
臣
一
人
」
の
本
注
「
統
理
衆
務
」
に
対
す
る
義
解
「
謂
。
臨
時
大
事
也
。
仮
令
。
公
式
令
論
奏
式
。

所
言
之
事
。
不
由
弁
官
直
申
大
臣
。
考
選
任
官
之
類
也
」
に
関
す
る
伴
記
に
よ
る
解
釈
で
あ
る
。
義
解
は
「
統
理
衆
務
」
の
「
衆
務
」

と
は
、「
臨
時
大
事
」
と
解
し
、
そ
の
例
と
し
て
公
式
令
３
論
奏
式
条
の
手
続
に
よ
る
事
項
を
あ
げ
、
そ
れ
は
弁
官
を
経
由
せ
ず
、
諸

司
が
直
接
大
臣
に
申
上
す
る
と
し
て
考
選
や
任
官
の
類
が
そ
れ
に
当
る
と
す
る
。
伴
記
は
跡
記
の
問
答
を
引
い
て
、
考
課
令
１
内
外
官

条
に
よ
れ
ば
、
考
選
・
任
官
の
手
続
は
必
ず
弁
官
を
経
由
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
と
い
う
疑
義
に
対
し
、
そ
の
解
答
と
し
て
諸
司
が
先

ず
考
文
を
弁
官
に
申
上
し
た
後
、
弁
官
が
そ
れ
を
式
部
省
に
下
し
、
式
部
省
が
そ
の
考
文
に
よ
っ
て
官
人
の
考
第
を
勘
定
し
、
そ
れ
が

終
れ
ば
式
部
省
が
弁
官
を
経
由
せ
ず
に
、
直
ち
に
そ
れ
を
大
臣
に
申
上
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
考
選
・
任
官
の
類
は
弁
官
に
は
よ
ら
な

い
と
す
る
。
伴
記
が
こ
こ
に
跡
記
の
問
答
を
引
用
し
た
の
は
、
⑴
の
例
と
同
様
、
跡
記
の
説
に
よ
っ
て
義
解
文
を
更
に
説
明
し
、
義
解

説
を
正
当
化
す
る
為
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

伴
記
は
、
こ
の
よ
う
に
中
国
の
字
書
等
に
よ
っ
て
義
解
文
を
文
理
解
釈
す
る
と
共
に
、
跡
記
等
の
先
行
学
説
に
よ
っ
て
義
解
文
を
更

に
説
明
し
て
、
義
解
の
解
釈
を
正
当
化
す
る
の
で
あ
る
が
、
伴
記
は
令
文
を
解
釈
す
る
に
当
り
、
先
行
学
説
や
義
解
と
は
異
な
る
説
を

提
示
す
る
こ
と
も
あ

１
）

っ
た
。
次
に
、
伴
記
に
よ
る
、
義
解
と
は
異
な
る
令
文
解
釈
の
例
を

げ
る
こ
と
と
す
る
。
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伴
云
。
賊
盗
律
云
。
謀
反
及
大
逆
者
。
皆
斬
。
父
子
若
家
人
資
財
田
宅
並
没
官
。
年
八
十
及
篤
疾
者
並
免
。
祖
孫
兄
弟
。
皆
配
遠

流
云
々
。
謂
之
配
没
也
。（
一
〇
九－

五
Ｂ
）

右
の
文
は
、
職
員
令
31
贓
贖
司
条
の
「
正
一
人
」
の
本
注
「
配
没
」
に
対
す
る
伴
記
の
解
釈
で
あ
る
。
義
解
は
右
の
「
配
没
」
に
つ

い
て
、「
謂
。
領
取
没
官
之
物
。
更
分
配
於
諸
司
。
仮
令
。
兵
器
者
配
兵
庫
。
文
書
者
配
図
書
。
財
物
者
配
大
藏
。
逆
人
父
子
者
配
官

奴
司
之
類
也
」
と
述
べ
て
、「
配
没
」
と
は
京
及
び
諸
国
か
ら
刑
部
省
に
送
ら
れ
て
来
た
没
官
の
物
品
や
良
人
賤
人
を
領
収
し
、
更
に

そ
れ
を
諸
司
に
分
配
す
る
こ
と
と
解
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
義
解
の
解
釈
は
古
記
・
令
釈
の
説
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
義

解
の
解
釈
に
対
し
、
伴
記
は
賊
盗
律
１
謀
反
条
を
引
用
し
て
、
反
逆
者
の
父
子
、
家
人
、
資
財
、
田
宅
の
没
官
を
「
没
」
と
し
、
反
逆

者
の
祖
孫
兄
弟
が
遠
流
に
配
さ
れ
る
こ
と
を
「
配
」
と
解
し
て
い
る
。
但
し
伴
記
が
こ
こ
に
律
を
引
い
て
義
解
と
異
な
る
解
釈
を
提
示

し
た
の
は
、
同
一
の
用
語
が
律
を
令
と
で
異
な
る
意
味
を
も
つ
こ
と
を
指
摘
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

以
上
は
伴
記
が
義
解
文
の
内
容
を
更
に
解
釈
し
、
そ
れ
を
説
明
し
て
い
る
事
例
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
伴
記
に
よ
る
義
解
文
そ
の
も
の

の
研
究
で
あ
る
。
次
に
伴
記
に
よ
る
義
解
に
関
す
る
、
も
う
一
つ
の
作
業
と
し
て
義
解
文
の
応
用
が
あ
る
。

伴
記
は
令
文
を
解
釈
す
る
に
当
っ
て
、
そ
れ
と
関
連
す
る
他
の
律
令
の
規
定
を
引
用
す
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
、
伴
記
は
職
員
令

33
贓
贖
司
条
の
「
正
一
人
」
の
本
注
「
贓
贖
」
を
解
釈
す
る
に
当
っ
て
、
雑
律
１
坐
贓
致
罪
条
の
疏
に
よ
り
「
贓
」
を
、
ま
た
獄
令
52

贖
死
刑
条
に
よ
り
「
贖
」
を
説
明
し
て
い
る
（
一
一
〇－

二
Ａ
）。
同
様
に
伴
記
は
令
文
を
解
釈
す
る
に
当
っ
て
、
他
の
令
文
に
付
さ

れ
た
義
解
文
を
、
そ
の
解
釈
の
根
拠
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
解
釈
の
対
象
で
あ
る
令
文
と
他
の
関
連
諸
法
規
と
の
体
系
的
な

関
連
を
考
慮
し
な
が
ら
当
該
令
文
の
意
味
内
容
を
確
定
す
る
作
業
、
い
わ
ゆ
る
体
系
的
解
釈
は
、
従
来
の
明
法
家
が
令
文
を
解
釈
す
る

際
に
頻
繁
に
用
い
る
技
法
で
あ
る
。
令
義
解
と
い
う
勅
撰
の
令
注
釈
書
の
施
行
を
受
け
て
、
こ
の
度
、
義
解
文
に
は
令
文
と
同
一
の
法

的
効
力
が
付
与
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
伴
記
は
解
釈
の
対
象
で
あ
る
令
文
と
関
連
の
あ
る
他
の
令
文
の
義
解
文
を
引
載
す
る
こ
と
に
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よ
っ
て
、
当
該
令
文
の
意
味
内
容
を
更
に
絞
り
こ
む
と
い
う
作
業
を
行
っ
て
い
る
。
次
に
示
す
通
り
で
あ
る
。

⑴
伴
云
。
公
式
令
義
解
云
。
内
外
百
官
。
司
別
量
事
閑
繁
。
分
番
宿
直
。
謂
。
雖
是
仮
日
。
亦
須
宿
直
。（
三
六－

五
Ｂ
）

⑵
伴
云
。
主
典
雖
不
依
公
文
。
他
犯
皆
可
検
出
。
何
者
。
考
課
令
云
。
凡
官
人

迹
功
過
。
応
附
考
者
。
皆
須
実
録
。
義
解
云
。
一

年
之
内
。
毎
日
記
録
。
即
至
考
校
之
時
。
集
此
記
注
以
為
惣
録
。
是
上
条
所
謂
一
年
功
過
行
能
者
也
。（
三
八－

三
Ａ
）

⑴
は
職
員
令
１
神
祇
官
条
の
「
大
祐
一
人
」
の
本
注
「
知
宿
直
」
に
つ
い
て
、
こ
の
「
宿
直
」
は
「
仮
日
」、
即
ち
官
人
の
休
日
の

宿
直
を
も
含
む
こ
と
を
公
式
令
59
百
官
宿
直
条
の
義
解
を
以
て
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑵
は
同
じ
く
神
祇
官
条
の
「
大
史
一
人
」
の
本
注
「
検
出
𥡴
失
」
に
つ
い
て
、
こ
の
「
𥡴
失
」
は
公
文
の
𥡴
失
だ
け
で
は
な
く
、
他

の
犯
罪
の
𥡴
失
を
も
す
べ
て
含
む
こ
と
を
考
課
令
２
官
人

迹
条
と
そ
の
義
解
を
以
て
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
と
く
に

⑵
の
事
例
に
つ
い
て
注
目
し
た
い
。
今
、
⑵
の
伴
記
の
文
の
前
後
に
記
さ
れ
た
諸
説
を
み
る
と
、
本
注
の
「
検
出
𥡴
失
」
に
つ
い
て
、

そ
れ
は
主
典
で
あ
る
史
が
い
か
な
る
「
𥡴
失
」
を
検
出
す
る
の
か
、
諸
説
に
よ
っ
て
微
妙
に
異
な
り
、
そ
の
「
𥡴
失
」
の
内
容
が
問
題

と
な
っ
て
い
る
。
諸
説
の
文
意
は
や
や
難
解
で
あ
る
が
、
今
、
暫
く
次
の
よ
う
に
解
し
て
置
く
。
①
新
令
私
記
や
讃
記
は
、「
𥡴
失
」

と
は
「
文
案
𥡴
失
」（
公
文
書
の
作
成
、
送
付
、
施
行
等
に
関
す
る
遅
延
や
失
錯
）
で
あ
る
と
し
、
②
跡
記
は
文
案
の
𥡴
失
で
は
な
く
、

「
事
之
𥡴
失
」（
通
常
の
公
務
一
般
に
関
す
る
遅
延
や
失
錯
）
及
び
「
余
犯
」（
官
人
と
し
て
の
他
の
犯
罪
）
で
あ
る
と
し
、
③
朱
説
は

「
公
文
之
𥡴
失
」（
文
案
の
𥡴
失
）
及
び
公
文
に
関
係
し
な
い
「
他
犯
𥡴
失
」
を
も
す
べ
て
含
む
と
す
る
。
伴
記
は
朱
説
の
文
を
う
け
て

考
課
令
２
官
人

迹
条
と
そ
の
義
解
を
掲
げ
、
そ
れ
を
根
拠
に
し
て
主
典
は
当
該
官
司
の
官
人
す
べ
て
の
勤
務
評
定
に
関
す
る
行
迹
功

過
を
毎
日
記
録
す
る
義
務
が
あ
る
か
ら
だ
と
す
る
。
伴
記
が
こ
こ
に
考
課
令
２
の
義
解
を
掲
げ
た
理
由
は
、
①
の
新
令
私
記
、
讃
記
の

説
、
及
び
②
の
跡
記
の
説
に
対
し
、
自
己
の
解
釈
を
正
当
化
す
る
為
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
令
文
の
解
釈
に
数
説
あ
る
場
合
、

勅
撰
の
義
解
を
以
て
根
拠
と
す
る
学
説
は
正
説
と
し
て
、
当
時
最
も
説
得
力
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

景

景

景
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以
上
、
伴
記
の
義
解
文
に
関
す
る
作
業
と
し
て
、
⒜
義
解
文
の
解
釈
（
義
解
文
を
更
に
注
釈
し
、
説
明
す
る
こ
と
）
と
、
⒝
義
解
文

の
応
用
（
令
文
を
解
釈
す
る
に
当
っ
て
、
他
の
令
文
に
付
さ
れ
た
義
解
文
を
援
用
す
る
こ
と
）
の
両
者
の
あ
る
こ
と
を
若
干
の
例
を
あ

げ
て
指
摘
し
た
。
処
が
伴
記
に
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
更
に
義
解
文
を
解
釈
す
る
に
当
っ
て
、
他
の
義
解
文
を
根
拠
に
す
る
と
い
う
作

業
を
も
行
っ
て
い
る
。
即
ち
伴
記
は
、
上
記
⒜
⒝
の
二
つ
の
作
業
を
同
時
に
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

謂
。
任
授
簿
外
。
更
有
名
帳
。
其
雑
色
亦
可
有
名
帳
也
。
伴
云
。
何
者
。
公
式
令
任
授
官
位
条
云
。
余
色
依
職
掌
応
造
簿
者
。
並

准
此
。
義
解
云
。
謂
。
式
部
造
伴
部
及
資
人
簿
之
類
故
。（
七
六－

九
Ａ
）

右
の
史
料
は
、
職
員
令
13
式
部
省
条
の
「
卿
一
人
」
の
本
注
「
掌
内
外
文
官
名
帳
」
に
対
す
る
義
解
と
伴
記
の
文
で
あ
る
。
義
解
は

内
外
文
官
に
は
、
授
位
簿
、
任
官
簿
の
外
に
、「
名
帳
」
が
あ
る
と
し
、
諸
司
の
雑
色
に
も
、
そ
の
「
名
帳
」
が
あ
る
と
す
る
。
伴
記

は
、
こ
の
義
解
の
文
を
う
け
て
義
解
説
の
根
拠
と
し
て
公
式
令
84
任
授
官
位
条
と
そ
の
義
解
を
引
き
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
式
部
省
の

造
る
伴
部
簿
、
資
人
簿
等
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
伴
記
が
職
員
令
13
の
義
解
文
（「
其
雑
色
亦
可
有
名
帳
也
」）
を
解
釈
す
る
に

当
っ
て
、
更
に
公
式
令
84
の
義
解
文
（「
謂
。
式
部
造
伴
部
及
資
人
簿
之
類
故
」）
を
そ
の
根
拠
に
あ
げ
て
い
る
こ
と
は
、
伴
記
が
義
解

全
体
を
令
文
と
一
体
化
し
た
一
つ
の
法
体
系
を
も
つ
法
源
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
当
時
、
伴
記
に
お
い
て
、

す
で
に
義
解
学
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
生
成
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。

二

そ
の
他
の
義
解
の
引
用

そ
れ
で
は
伴
記
以
外
の
私
記
と
義
解
の
関
係
は
ど
う
か
。
令
集
解
所
収
の
私
記
に
は
、
伴
記
の
外
に
義
解
を
引
用
す
る
も
の
と
し
て

朱
説
が
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。
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朱
云
。
秀
才
明
経
上
下
中
上

叙
法
。
只
留
省
耳
。
見
考
課
令
終
条
云
。
其
大
学
挙
人
具
状
申
太
政
官
。
与
諸
国
貢
人
同
試
。
試

訖
得
第
者
。
奏
聞
留
式
部
。
義
解
云
。
秀
才
明
経
得
上
々
上
中
者
。
各
有
叙
法
。
其
上
下
。
中
上
。
不
在
叙
位
之
例
。
唯
留
式
部

待
選
乃
叙
也
。（
五
〇
五－

七
Ａ
）

選
叙
令
30
秀
才
出
身
条
に
は
、
秀
才
、
明
経
科
の
上
々
、
上
中
の
及
第
者
の
叙
位
に
つ
い
て
は
規
定
が
あ
る
が
、
上
下
、
中
上
の
及

第
者
の
叙
位
に
つ
い
て
は
明
文
規
定
が
な
い
。
そ
こ
で
前
掲
朱
説
は
考
課
令
75
貢
人
条
と
そ
の
義
解
を
あ
げ
て
、
そ
れ
ら
は
式
部
省
に

留
め
て
成
選
を
待
ち
、
叙
位
さ
れ
る
と
解
す
る
。
即
ち
右
の
例
は
、
朱
説
が
考
課
令
75
の
義
解
文
を
以
て
選
叙
令
30
の
欠
缺
を
補
っ
た

も
の
で
あ
る
。

朱
説
に
よ
る
義
解
の
引
用
と
し
て
は
、
他
に
も
禄
令
５
応
給
禄
条
と
関
連
す
る
考
課
令
62
内
外
官
人
条
と
そ
の
義
解
の
引
用
（
六
五

七－

六
Ａ
）
や
職
員
令
44
典
薬
寮
条
の
医
博
士
の
職
掌
と
関
連
す
る
医
疾
令
７
医
針
生
考
試
条
の
義
解
の
引
用
（
一
二
八－

四
Ａ
）
な

ど
が
あ
る
。
但
し
朱
説
に
よ
る
上
記
義
解
の
引
用
は
、
前
後
の
文
章
が
や
や
難
解
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
、
そ
の
引
用
の
意
義
が
明
ら

か
で
は
な
い
。

次
に
令
集
解
に
は
、
令
釈
や
跡
記
等
の
諸
私
記
の
文
の
後
に
、
そ
れ
に
続
い
て
「
私
」
が
律
令
条
文
を
引
用
す
る
場
合
が
あ
る
が
、

と
く
に
朱
説
、
穴
記
、
讃
記
の
文
の
後
に
は
、「
私
。
〇
〇
令
云
。
・
・
・
・
・
義
解
云
。
・
・
・
・
・
」
な
ど
の
如
く
、「
私
」
が
義

解
文
を
引
用
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
諸
私
記
の
後
に
見
え
る
「
私
」
の
文
の
性
格
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
今
、
暫
く
諸
私
記
の
著

者
と
は
別
の
人
物
そ
れ
ぞ
れ
が
各
私
記
に
書
き
入
れ
た
文
と
考
え
て
お
く
。
以
下
、
引
用
関
係
の
比
較
的
明
ら
か
な
若
干
の
例
を
掲
げ

て
、
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

⑴
朱
云
。
名
籍
。
謂
。
戸
籍
也
。
但
計
帳
亦
可
掌
。
・
・
・
・
・
私
。
正
親
司
。
皇
親
名
籍
義
解
云
。
二
世
以
下
。
四
世
以
上
名

籍
。
案
戸
令
。
皇
親
為
不
課
。
故
知
。
於
京
職
亦
可
有
皇
親
戸
籍
也
。（
一
五
二－

三
Ａ
）

8國學院法學第54巻第1号 (2016)



⑵
朱
云
。
戸
内
有
課
口
一
人
。
尚
為
課
戸
耳
。
其
数
不
云
之
故
。
・
・
・
・
・
私
。
賦
役
令
云
。
凡
封
戸
。
皆
以
課
戸
充
。
義
解

云
。
有
中
男
一
人
以
上
者
。
即
為
課
戸
。（
二
六
三－

五
Ａ
）

⑶
朱
云
。
雑

不
免
。
下
課
役
免
条
云
。
坊
長
価
長
免
雑

故
。
私
。
營
繕
令
云
。
京
内
大
橋
及
宮
城
門
前
橋
者
。
並
木
工
寮
修

營
。
自
余
役
京
内
人
夫
。
義
解
云
。
役
京
内
人
夫
。
謂
。
以
雑

作
。（
三
九
一－

九
Ａ
）

⑷
朱
云
。
所
司
者
。
京
職
也
。
凡
在
京
諸
司
人
。
可
度
関
。
先
受
本
司
許
状
。
移
文
進
京
職
。
得
過
所
耳
者
。
未
明
。
与
関
市
令
可

会
勘
耳
。
私
。
関
市
令
云
。
欲
度
関
者
。
皆
経
本
部
本
司
。
義
解
云
。
本
部
。
本
貫
也
。
仮
有
。
大

人
是
京
人
。
而
欲
度
関

者
。
依
式
造
過
所
。
先
申
本
寮
。
々
修
許
牒
。
送
於
京
職
。
々
更
判
給
之
類
。
・
・
・
・
・
請
過
所
。
官
司
検
勘
。
然
後
判
給
。

（
八
四
四－

八
Ａ
）

⑴
は
職
員
令
66
左
京
職
条
の
「
大
夫
一
人
」
の
本
注
「
掌
左
京
戸
口
名
籍
」
に
つ
い
て
、
朱
説
は
、
そ
の
「
名
籍
」
は
戸
籍
で
あ

り
、
計
帳
も
大
夫
の
管
掌
と
す
る
が
、「
私
」
が
更
に
職
員
令
45
正
親
司
条
の
本
注
「
皇
親
名
籍
」
の
義
解
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

皇
親
の
名
籍
も
ま
た
京
職
が
管
掌
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑵
は
戸
令
５
戸
主
条
の
「
戸
内
有
課
口
者
。
為
課
戸
」
と
い
う
規
定
に
つ
い
て
、
朱
説
は
戸
内
に
課
口
が
一
人
あ
れ
ば
「
課
戸
」
と

し
、「
課
戸
」
の
定
義
は
課
口
の
数
に
は
関
わ
ら
な
い
と
す
る
が
、「
私
」
が
賦
役
令
８
封
戸
条
と
そ
の
義
解
を
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
朱
説
の
根
拠
を
示
し
、
且
つ
そ
れ
は
「
中
男
一
人
以
上
」
で
も
、「
課
戸
」
と
す
る
と
し
て
朱
説
を
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。

⑶
は
賦
役
令
４
歳
役
条
の
「
京
畿
内
不
在
収
庸
之
例
」
と
い
う
規
定
に
つ
い
て
、
朱
説
は
京
畿
内
の
住
民
は
、
歳
役
の
庸
の
徴
収
は

免
除
さ
れ
る
が
、
雑

は
免
除
さ
れ
な
い
と
述
べ
て
、
そ
の
根
拠
に
賦
役
令
19
舎
人
史
生
条
の
規
定
を
あ
げ
る
が
、「
私
」
が
更
に
營

繕
令
11
京
内
大
橋
条
の
義
解
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
朱
説
を
裏
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。

⑷
は
公
式
令
22
過
所
式
条
の
「
右
過
所
式
。
並
令
依
式
具
録
二
通
。
申
送
所
司
」
と
い
う
規
定
に
つ
い
て
、
朱
説
は
「
所
司
」
を
京
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職
と
し
、
在
京
諸
司
の
官
人
の
過
所
申
請
手
続
を
述
べ
て
、
な
お
関
市
令
を
参
看
す
べ
き
と
す
る
が
、「
私
」
が
、
こ
の
朱
説
の
文
を

う
け
て
関
市
令
１
欲
度
関
条
と
そ
の
義
解
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
手
続
を
詳
述
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑸
穴
云
。
藏
米
謂
之

也
。
倉

者
不
知
。
民
部
大
炊
之
倉

。
私
。
考
課
令
云
。
謹
於
蓋
藏
。
明
於
出
納
。
為
主
税
之
最
。
義
解

云
。
京
国
官
倉
蓋
藏
及
出
納
。
其
在
京
者
主
税
自
検
校
。
在
外
者
拠
帳
知
之
。（
九
七－

八
Ｂ
）

⑹
穴
云
。
国
博
士
。
国
司
簡
取
。
申
上
式
部
判
補
耳
。
私
。
下
条
云
。
凡
国
博
士
医
師
者
。
並
於
部
内
取
用
。
義
解
云
。
謂
国
司
簡

択
才
術
之
可
用
者
。
申
太
政
官
。
即
式
部
判
補
也
。（
四
六
七－

四
Ａ
）

⑺
讃
云
。
問
。
卜
部
行
事
。
見
法
条
哉
。
答
。
神
祇
令
云
。
六
月
十
二
月
晦
日
。
卜
部
為
解
除
者
。
自
余
不
見
。
私
。
神
祇
令
云
。

常
祀
之
外
。
須
向
諸
社
供
幣
帛
者
。
皆
取
五
位
以
上
卜
食
者
充
。
義
解
云
。
卜
食
。
謂
。
凡
卜
者
。
必
先
墨
畫
亀
。
然
後
灼
之
。

兆
順
食
墨
。
是
為
卜
食
。
伯
注
。
義
解
云
。
凡
灼
亀
占
吉
凶
者
。
是
卜
部
之
執
業
者
。
然
則
定
供
幣
帛
使
之
日
。
卜
部
可
卜
定
。

（
三
九－

五
Ａ
）

⑸
は
職
員
令
23
主
税
寮
条
の
「
頭
一
人
」
の
本
注
「
倉

」
に
つ
い
て
、
穴
記
（
そ
の
文
意
や
や
不
明
）
が
民
部
省
及
び
大
炊
寮
の

倉

と
す
る
の
に
対
し
、「
私
」
が
そ
の
関
連
規
定
で
あ
る
考
課
令
27
最
条
と
そ
の
義
解
を
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。

⑹
は
選
叙
令
３
任
官
条
の
「
舎
人
。
史
生
。
使
部
。
伴
部
。
帳
内
。
資
人
等
。
式
部
判
補
」
と
い
う
規
定
に
つ
い
て
、
穴
記
は
国
博

士
も
国
司
が
そ
の
才
能
を
選
ん
で
、
そ
れ
を
式
部
省
に
申
上
し
、
式
部
省
が
判
補
す
る
と
解
す
る
が
、「
私
」
が
選
叙
令
27
国
博
士
条

と
そ
の
義
解
を
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
穴
記
の
根
拠
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑺
は
職
員
令
１
神
祇
官
条
の
「
卜
部
廿
人
」
に
つ
い
て
、
讃
記
は
卜
部
の
行
事
は
法
条
に
見
え
る
か
と
問
い
、
そ
の
答
と
し
て
神
祇

令
18
大
祓
条
の
規
定
を
あ
げ
る
が
、「
自
余
不
見
」
と
す
る
。
そ
れ
を
う
け
て
「
私
」
が
神
祇
令
17
常
祀
条
と
そ
の
義
解
、
及
び
「
伯

注
」（
職
員
令
１
神
祇
官
条
の
「
伯
一
人
」
の
本
注
「
卜
兆
」）
の
義
解
を
あ
げ
、
讃
記
の
解
答
を
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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以
上
、
朱
説
、
穴
記
、
讃
記
の
文
の
後
に
続
く
「
私
。
〇
〇
令
云
。
・
・
・
・
・
義
解
云
。
・
・
・
・
・
」
の
如
き
体
裁
を
も
つ

「
私
」
の
文
に
つ
い
て
み
る
と
、「
私
」
は
諸
私
記
の
令
文
解
釈
に
関
連
し
て
、
そ
の
解
釈
の
根
拠
を
示
し
、
ま
た
そ
の
解
釈
の
足
ら
ざ

る
と
こ
ろ
を
補
う
為
に
、
他
の
令
文
や
そ
の
義
解
を
掲
げ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
。

な
お
職
員
令
集
解
や
家
令
職
員
令
集
解
に
は
、
諸
私
記
の
後
に
続
い
て
記
さ
れ
る
、
上
記
の
「
私
」
の
文
の
外
に
、
令
文
直
下
の
冒

頭
に
記
さ
れ
る
「
私
」
の
文
が
見
え
る
。
こ
の
「
私
」
も
律
令
条
文
や
義
解
文
を
引
く
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
職
員
令
68
摂
津
職
条
の

「
大
夫
一
人
」
の
本
注
「
度
量
軽
重
」、「
道
橋
。
津
済
」、「
過
所
」、「
伝
馬
」
の
直
下
の
冒
頭
に
は
、「
私
」
の
文
が
見
え
て
お
り
、
そ

れ
ぞ
れ
関
市
令
14
官
私
権
衡
条
、
營
繕
令
12
津
橋
道
路
条
、
関
市
令
１
欲
度
関
条
、
厩
牧
令
16
置
駅
馬
条
・
同
23
国
郡
条
の
令
文
が
引

か
れ
、
そ
の
中
の
厩
牧
令
16
に
は
令
文
と
共
に
、
そ
の
義
解
文
も
引
か
れ
て
い
る
（
一
五
七－

八
Ａ
）。
こ
れ
ら
の
「
私
」
の
文
の
内

容
は
、
令
文
も
し
く
は
義
解
文
の
み
で
あ
っ
て
、
説
明
の
文
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
文
は
、
令
本
文
・
本
注
に
対

す
る
関
連
諸
法
規
で
あ
っ
て
、
令
本
文
・
本
注
の
内
容
を
理
解
す
る
為
に
記
し
た
備
考
的
な
注
記
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
令
文

直
下
の
冒
頭
に
記
さ
れ
た
「
私
」
の
文
は
、
そ
の
引
用
の
体
裁
や
内
容
か
ら
し
て
、
集
解
編
者
、
も
し
く
は
そ
の
関
係
者
が
書
き
入
れ

た
文
で
あ
る
可
能
性
が
大
で
あ

２
）

ろ
う
。
以
上
述
べ
た
「
私
」
に
よ
る
義
解
文
の
引
用
は
、
何
れ
も
広
く
養
老
令
一
般
の
解
釈
や
適
用
に

資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
や
は
り
義
解
文
の
応
用
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
穴
記
と
義
解
の
関
係
に
つ
い
て
、
若
干
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
穴
記
の
成
立
年
代
は
弘
仁
か
ら
天
長
初
期
と
さ
れ
て
い
る
か

ら
、
穴
記
の
原
文
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
義
解
文
の
引
用
は
な
い
。
し
か
し
集
解
所
収
の
穴
記
に
は
、
義
解
文
が
引
用
さ
れ
る

こ
と
が
あ
っ
た
。
即
ち
穴
記
の
原
文
に
書
き
入
れ
ら
れ
た
、
穴
記
の
著
者
と
は
別
人
の
文
に
お
い
て
で
あ
る
。
次
に
、
そ
の
例
を
あ
げ

る
こ
と
と
す
る
。

⑴
穴
云
。
此
条
。
凡
矢
一
隻
為
一
事
也
。
但
為
奏
時
。
以
一
具
為
一
事
。
依
律
意
所
読
也
。
・
・
・
・
・
又
或
云
。
義
解
云
。
除
兵
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器
之
外
。
入
物
者
。
不
可
責

者
。
案
之
。
於
兵
器
。
縦
一
隻
出
入
者
責

。
後
人
注

穴
後
。
（
六
九
五－

五
Ｂ
）

⑵
穴
云
。
官
畜
。
謂
左
右
馬
寮
御
馬
也
。
・
・
・
・
・
或
云
。
問
。
義
解
云
。
其
牧
馬畜
）不

在
此
例
者
。
未
知
。
駅
伝
馬
何
。
答
。
不

可
養
也
。
在
穴

記
。
（
九
一
七－

六
Ｂ
）

⑴
の
宮
衛
令
25
諸
門
出
物
条
は
、
宮
城
諸
門
か
ら
物
品
を
搬
出
す
る
場
合
、
門

（
物
品
名
と
そ
の
数
量
を
記
し
た
文
書
）
が
な
け

れ
ば
、
一
事
以
上
は
搬
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
規
定
す
る
（「
凡
諸
門
出
物
。

者
。
一
事
以
上
。
並
不
得
出
」）。
義
解
は
法

文
に
は
「
出
物
」
と
い
っ
て
い
る
か
ら
、
兵
器
以
外
の
物
品
を
諸
門
に
搬
入
す
る
場
合
は
門

を
必
要
と
し
な
い
と
解
す
る
（
兵
器
の

諸
門
出
入
は
、
宮
衛
令
18
儀
仗
軍
器
条
に
よ
り
門

を
必
要
と
す
る
）。
後
人
の
注
記
で
あ
る
「
或
云
」
は
、
こ
の
義
解
文
を
更
に
反

対
解
釈
し
て
、
兵
器
の
出
入
は
、
た
と
い
箭
一
隻
で
あ
っ
て
も
、
門

が
必
要
と
解
す
る
。

⑵
の
厩
牧
令
３
官
畜
条
は
、
官
畜
の
治
療
の
為
の
脂
薬
の
支
給
に
つ
い
て
規
定
す
る
（「
凡
官
畜
応
請
脂
薬
療
病
者
。
所
司
預
料
須

数
。
毎
季
一
給
」）。
義
解
は
令
文
の
「
官
畜
」
は
馬
寮
の
馬
と
し
、
牧
馬
は
「
官
畜
」
に
は
含
ま
れ
な
い
と
解
す
る
（「
謂
。
官
畜
者
。

馬
寮
之
畜
也
。
所
司
者
。
左
右
馬
寮
也
。
・
・
・
・
・
其
牧
畜
者
不
在
此
例
」）。
後
人
の
注
記
で
あ
る
「
或
云
」
は
、
こ
の
義
解
の
解

釈
に
関
連
し
て
、
更
に
駅
伝
馬
は
ど
う
か
と
問
い
、
そ
れ
も
や
は
り
「
官
畜
」
に
は
含
ま
れ
な
い
と
解
す
る
。「
或
云
」
の
解
答
は
、

義
解
の
解
釈
を
類
推
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

む

す

び

以
上
、
い
わ
ゆ
る
異
質
令
集
解
三
巻
を
除
く
令
集
解
中
の
諸
私
記
等
に
お
い
て
、
勅
撰
の
令
義
解
が
法
解
釈
上
、
ど
の
よ
う
に
扱
わ

れ
た
か
概
観
し
て
来
た
。
そ
の
結
果
、
先
ず
伴
記
と
令
義
解
と
の
関
係
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
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す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
令
義
解
に
対
し
て
伴
記
の
行
っ
た
作
業
と
し
て
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
義
解
文

の
解
釈
で
あ
っ
て
、
義
解
文
を
訓

学
的
に
文
理
解
釈
す
る
と
共
に
、
先
行
学
説
を
引
用
し
て
、
義
解
文
を
更
に
論
理
的
に
説
明
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
他
の
一
つ
は
義
解
文
の
応
用
で
あ
っ
て
、
令
文
を
解
釈
す
る
に
当
り
、
そ
れ
と
関
連
す
る
他
の
令
文
に
付
さ
れ
た
義

解
文
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
義
解
文
を
広
く
養
老
令
一
般
の
解
釈
と
適
用
に
資
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
お
伴
記
は
、
上
記
の

二
つ
の
作
業
を
同
時
に
行
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
伴
記
に
は
、
令
文
と
共
に
義
解
文
を
も
、
そ
の
研
究
対
象
と
す
る
姿
勢
が

窺
わ
れ
、
と
り
わ
け
義
解
文
に
対
す
る
訓

学
的
な
注
釈
は
、
集
解
中
の
私
記
に
あ
っ
て
は
、
伴
記
に
の
み
認
め
ら
れ
る
特
異
な
も
の

で
あ
る
。
以
上
か
ら
伴
記
は
、
義
解
学
の
先
駆
を
為
す
私
記
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

朱
説
も
ま
た
義
解
文
を
引
用
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
義
解
文
そ
の
も
の
に
対
し
て
は
、
伴
記
ほ
ど
に
は
関
心
を
示
し
て
い
な
い
よ
う

で
あ
る
。
た
だ
穴
記
の
書
き
入
れ
に
見
え
る
「
或
云
」
に
は
、
僅
か
な
事
例
で
は
あ
る
が
、
義
解
文
の
引
用
が
見
ら
れ
、
そ
れ
を
反
対

解
釈
し
た
り
、
ま
た
類
推
し
た
り
し
て
、
義
解
文
を
法
源
と
し
て
更
な
る
法
的
な
諸
問
題
を
提
起
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は

当
時
、
明
法
家
間
に
あ
っ
て
は
、
義
解
文
が
重
視
さ
れ
、
そ
れ
が
研
究
対
象
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に

は
伴
記
と
の
共
通
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

本
稿
で
取
り
上
げ
た
諸
私
記
の
文
の
後
に
見
え
る
「
私
」
の
文
も
、
令
文
と
共
に
義
解
文
を
多
く
引
用
す
る
が
、
そ
の
殆
ど
が
諸
私

記
に
よ
る
令
解
釈
を
補
充
す
る
為
に
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
職
員
令
集
解
な
ど
に
見
え
る
、
諸
私
記
と
は
独
立
し
て
引
か
れ

る
「
私
」
の
文
に
は
、
そ
の
引
用
に
関
し
て
説
明
の
文
は
な
い
が
、
も
し
こ
の
「
私
」
の
文
が
集
解
編
者
や
そ
の
関
係
者
の
書
き
入
れ

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
度
、
令
に
関
す
る
諸
私
記
を
類
聚
し
て
令
集
解
を
編
纂
す
る
に
当
り
、「
私
」
は
、
で
き
る
だ
け
解
釈
の
対

象
で
あ
る
令
文
と
関
連
の
あ
る
律
令
条
文
や
義
解
文
を
引
載
し
て
、
当
該
令
文
や
諸
私
記
の
理
解
に
資
す
る
こ
と
を
考
慮
し
た
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
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最
後
に
伴
記
の
著
者
に
つ
い
て
一
言
し
、
以
て
本
稿
の
む
す
び
と
し
た
い
。
伴
記
の
著
者
に
つ
い
て
は
、
夙
に
瀧
川
政
次
郎
氏
が
伴

良吉
）田

連
宗
を
以
て
、
そ
れ
に
推
定
さ
れ
て

３
）

い
る
。
伴
良
田
連
宗
（
伴
宿
禰
宗
）
の
閲
歴
に
つ
い
て
は
、『
文
徳
天
皇
実
録
』
巻
七
（
国

史
大
系
本
七
一
頁
）
の
卒
伝
に
よ
っ
て
、
そ
の
凡
そ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
宗
は
斉
衡
二
年
（
八
五
五
）、
六
十

四
歳
を
以
て
没
す
る
が
、
外
国
（
京
畿
以
外
の
諸
国
）
の
出
身
で
あ
っ
て
、
少
く
し
て
大
学
に
入
り
、
法
門
に
専
心
し
て
、
律
令
を
習

読
し
、
始
め
に
大
宰
府
の
明
法
博
士
、
転
じ
て
承
和
八
年
（
八
四
一
）
に
右
少
史
、
同
十
一
年
正
月
に
右
大
史
、
同
十
二
年
六
月
に
左

大
史
と
な
り
、
同
十
四
年
正
月
に
外
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
、
嘉
祥
元
年
（
八
四
八
）
二
月
に
勘
解
由
次
官
、
転
じ
て
五
月
に
大
判
事

と
な
り
、
同
二
年
二
月
に
明
法
博
士
を
兼
ね
た
。
つ
い
で
同
三
年
正
月
に
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
、
仁
寿
四
年
（
八
五
四
）
に
備
後
介

を
兼
ね
た
。

上
記
の
閲
歴
か
ら
す
れ
ば
、
宗
は
明
法
官
人
と
し
て
、
そ
の
極
官
で
あ
る
大
判
事
兼
明
法
博
士
を
以
て
没
し
て
い
る
か
ら
、
法
曹
官

僚
と
し
て
は
順
当
に
出
世
の
道
を
歩
ん
だ
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
宗
が
明
法
家
と
し
て
最
も
活
躍
し
た
時
期
は
、
恐
ら
く
承
和

の
末
年
か
ら
嘉
祥
・
仁
寿
の
頃
で
あ
り
、
そ
れ
は
九
世
紀
半
ば
の
頃
に
当
る
。
一
方
、
令
集
解
の
編
纂
は
九
世
紀
後
半
の
貞
観
の
頃
と

さ
れ
て
い
る
か
ら
、
も
し
伴
記
が
宗
の
著
作
で
あ
る
と
す
る
と
、
伴
記
の
成
立
は
令
集
解
の
編
纂
の
時
期
に
近
く
、
伴
記
は
令
集
解
に

僅
か
に
先
行
す
る
私
記
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
伴
記
を
宗
の
著
作
と
す
る
推
定
は
、
年
代
か
ら
み
て
整
合
し
、
ま
た
明
法
家
と

し
て
の
宗
の
閲
歴
や
令
義
解
と
の
関
係
が
深
い
伴
記
の
内
容
と
も
、
そ
れ
は
矛
盾
し
な
い
。
伴
記
の
著
者
を
伴
宗
と
す
る
瀧
川
氏
の
推

定
は
、
恐
ら
く
正
鵠
を
射
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

伴
記
の
著
者
を
伴
宗
で
あ
る
と
仮
定
し
て
、
次
に
宗
の
学
識
や
学
風
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
推
測
す
る
史
料
と
し
て
は
、
有
名
な
承
和

十
三
年
（
八
四
六
）
の
弁
官
罷
免
事
件
（
僧
善
愷
訴
訟
事
件
）
の
際
、
大
判
事
讃
岐
永
直
等
三
者
連
名
の
断
文
（
勘
文
）、
弾
正
大
疏

漢
部
松
長
の
断
文
と
共
に
、
太
政
官
に
提
出
さ
れ
た
左
大
史
伴
良
田
連
宗
の
断
文
（『
続
日
本
後
紀
』
巻
十
六
、
承
和
十
三
年
十
一
月
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壬
子
条
所
引
の
太
政
官
符
、
国
史
大
系
本
一
九
〇
・
一
九
一
頁
に
掲
載
）
が
あ
る
。
当
訴
訟
事
件
の
内
容
や
そ
の
推
移
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
と
し
て
、
伴
記
と
の
関
連
に
考
慮
し
つ
つ
、
宗
の
学
殖
に
つ
い
て
、
若

干
ふ
れ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

当
事
件
は
、
周
知
の
よ
う
に
少
納
言
登
美
直
名
に
対
す
る
法
隆
寺
僧
善
愷
の
違
法
な
告
言
を
受
理
し
た
と
し
て
左
大
弁
正
躬
王
以
下

五
名
の
弁
官
の
罪
状
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
為
、
前
記
法
家
の
勘
文
が
徴
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
当
事
件
の
審
理
で
は
、
と
り

わ
け
弁
官
の
罪
を
公
罪
と
す
る
か
私
罪
と
す
る
か
が
問
題
と
な
り
（
私
罪
と
し
て
擬
律
す
れ
ば
、
弁
官
は
す
べ
て
解
官
さ
れ
る
）、
讃

岐
永
直
等
の
断
文
は
、
こ
れ
を
公
罪
と
し
、
漢
部
松
長
の
断
文
は
、
弁
官
の
一
部
を
公
罪
、
一
部
を
私
罪
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
宗

の
断
文
は
、
正
躬
王
以
下
の
弁
官
す
べ
て
を
私
罪
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
意
見
を
求
め
ら
れ
た
法
家
五
名
の
中
、
ひ
と
り
宗
の

み
が
弁
官
す
べ
て
に
対
し
て
私
罪
を
主
張
し
た
こ
と
に
な
る
。
永
直
等
の
断
文
が
弁
官
の
罪
を
公
罪
と
し
た
理
由
は
、
弁
官
の
行
為
が

名
例
律
17
官
当
条
の
規
定
に
あ
る
「
公
罪
」
に
相
当
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
永
直
等
に
は
、「
公
罪
」
の
定
義
に
関
す
る
同
条
疏

「
私
曲
相
須
」
の
解
釈
に
誤
解
が
あ
り
、
後
に
永
直
等
は
公
卿
の
覆
問
を
受
け
て
、
そ
の
解
釈
を
撤
回
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
な
る
。

松
長
も
ま
た
覆
問
の
結
果
、
一
部
弁
官
の
罪
を
公
罪
と
し
た
断
文
に
失
錯
の
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
但
し
宗
に
対
し
て
は
、
公

卿
に
よ
る
覆
問
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

前
記
太
政
官
符
に
掲
載
さ
れ
た
宗
の
断
文
に
は
、
宗
が
弁
官
の
罪
を
私
罪
と
断
じ
た
理
由
が
か
な
り
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ

れ
は
弁
官
の
抗
弁
に
対
し
、
宗
が
理
由
を
あ
げ
て
、
そ
れ
に
反
論
す
る
と
い
う
形
式
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
弁
官
の
抗
弁
と
そ
れ
に
対

す
る
宗
の
反
論
に
つ
い
て
、
こ
こ
に
詳
し
く
説
明
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
る
が
、
宗
は
弁
官
の
行
為
が
名
例
律
17
官
当
条
の
疏
「
雖
縁

公
事
。
意
渉
阿
曲
。
亦
同
私
罪
」（
公
務
上
の
行
為
で
あ
っ
て
も
、
悪
意
を
も
っ
て
不
正
、
違
法
を
為
す
場
合
は
、
そ
れ
を
私
罪
と

４
）

す
る
）
に
相
当
す
る
と
し
て
一
々
理
由
づ
け
を
行
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
弁
官
の
罪
を
私
罪
と
結
論
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
宗
の
弁
官
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に
対
す
る
勘
決
に
つ
い
て
、
瀧
川
政
次
郎
氏
は
宗
が
当
時
、
仁
明
天
皇
の
寵
を
得
て
い
た
右
少
弁
伴
善
男
に
阿
諛
し
た
為
で
あ
る
と
さ

５
）

れ
る
。
確
か
に
宗
の
断
文
を
見
る
と
、
そ
こ
に
は
律
令
法
を
堅
く
遵
守
し
て
、
そ
れ
を
事
案
に
厳
格
に
適
用
す
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ

て
お
り
、
当
時
の
官
司
内
で
行
わ
れ
て
い
た
、
律
令
法
と
は
異
な
る
慣
例
、
即
ち
「
時
行
事
」「
今
行
事
」
は
重
ん
じ
ら
れ
て
い

６
）

な
い
。

そ
の
点
に
関
し
て
は
、
若
干
不
審
な
点
が
残
る
が
、
宗
の
政
治
的
な
意
図
は
一
先
ず
措
く
と
し
て
、
名
例
律
17
の
「
私
罪
」
適
用
に
関

す
る
宗
の
理
由
づ
け
の
み
を
取
り
上
げ
れ
ば
、
宗
は
律
令
の
法
理
に
よ
く
通
じ
て
お
り
、
且
つ
相
手
方
を
説
得
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
に
も

長
け
た
人
物
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
伴
記
の
著
者
と
し
て
伴
宗
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
そ
の
学
殖
か
ら
み
て
も
、
さ
し

て
矛
盾
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
は
、
法
解
釈
の
視
点
か
ら
伴
記
を
中
心
に
令
集
解
を
通
じ
て
令
義
解
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
か
若
干
の
考
察
を
行
い
、
義
解

学
の
先
駆
と
も
い
う
べ
き
私
記
の
内
容
に
つ
い
て
概
見
し
た
。
な
お
、
そ
の
後
の
法
解
釈
上
の
義
解
の
扱
い
に
関
す
る

７
）

推
移
に
つ
い
て

は
、
今
後
の
課
題
と
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

１
）

伴
記
が
先
行
学
説
と
は
異
な
る
説
を
提
示
す
る
例
と
し
て
、
次
の
も
の
が
あ
る
。
穴
記
、
讃
記
、
古
記
は
神
祇
官
に
は
史
生
が
存
し
な
い
為
、「
繕

写
公
文
。
行
署
文
案
」
と
い
う
史
生
の
職
掌
は
、
主
典
で
あ
る
史
が
行
う
と
す
る
が
、
伴
記
の
み
は
使
部
、
直
丁
が
行
う
と
す
る
（
職
員
令
１
神
祇
官

条
。「
伴
云
。

史
生
司
。
使
部
直
丁
等
行
署
」
三
八－

七
Ｂ
）。

２
）

令
集
解
中
に
見
え
る
「
私
」
に
は
、
集
解
編
者
、
も
し
く
は
そ
の
関
係
者
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
「
謂
。
教
授
管
国
学
生
。
其
医
師
不

称
教
授
者
。
文
略
也
。
釈
云
。
医
師
教
諸
国
医
生
也
。
私・
。
自
余
与
義
解
無
別
」（
職
員
令
69
大
宰
府
条
。
一
六
二－

四
Ａ
）
の
「
私
」
は
、
令
釈
の
原

文
に
は
前
掲
文
の
他
に
、
義
解
と
同
一
の
文
が
あ
っ
た
が
、
今
、
そ
れ
を
再
び
掲
げ
る
の
は
煩
わ
し
い
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
「
穴
云
。
諸
国
也
。
或
云
。
諸
方
者
。
諸
蕃

諸
国
皆
約
之
文
。
其
諸
蕃
皆
納
大
藏
。
何
者
。
宮
内
。
諸
方
口
味
。
可
称
諸
国
故
也
。
余
放
跡
云
。

私・
。
検
跡
記
。

無
此
文
。

」（
職
員
令
33
大
藏
省
条
。
一
一
三－

七
Ａ
）
の
「
私
」
は
、
穴
記
の
引
く
「
或
云
」
の
文
に
は
、「
余
放
跡
云
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
後
に
は

跡
記
と
同
じ
文
が
あ
る
と
い
っ
て
い
る
が
、
今
、
そ
れ
を
跡
記
の
中
に
探
し
て
も
、
見
当
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
上
記
の
「
私
」
は
、
集
解
編
者
、
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も
し
く
は
そ
の
関
係
者
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

３
）

瀧
川
政
次
郎
「
令
集
解
解
題
」
三
浦
周
行
・
瀧
川
政
次
郎
共
編
『
令
集
解
釋
義
』
国
書
刊
行
会
。
昭
和
五
十
七
年
再
刊
。
一
二
頁
。

４
）

名
例
律
17
の
「
公
罪
」「
私
罪
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
律
令
研
究
会
編
『
譯
註
日
本
律
令
五
』（
滋
賀
秀
三
執
筆
）
東
京
堂
出
版
。
昭
和
五
十
四

年
。
一
〇
六
頁
参
照
。

５
）

瀧
川
政
次
郎
「
承
和
の
枉
判
」『
裁
判
史
話
』
乾
元
社
。
昭
和
二
十
六
年
。
四
七
頁
以
下
参
照
。

６
）

宗
が
「
時
行
事
」「
今
行
事
」
よ
り
も
律
令
法
を
優
先
し
て
、
そ
れ
を
厳
格
に
適
用
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
背
景
に
は
、
明
法
家
と
し
て
の
制
定
法

重
視
の
他
に
、
太
政
官
で
は
、
法
家
の
勘
文
を
徴
す
る
前
に
、
す
で
に
弁
官
の
罪
を
私
罪
と
す
る
こ
と
が
ほ
ぼ
決
定
し
て
お
り
、
宗
が
そ
の
意
向
に
沿
っ

て
勘
文
を
作
成
し
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
早
川
庄
八
氏
は
、
公
卿
ら
の
覆
問
が
公
罪
説
の
永
直
ら
三
名
と
一
部
公
罪
説
の
松
長
に
対
し
て
行
わ
れ
、
私

罪
説
の
宗
に
対
し
て
は
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
し
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
公
卿
ら
は
、
こ
の
事
件
を
私
罪
と
し
て
扱
う
立
場
に
立
っ
て
い
た
と
推

測
さ
れ
て
い
る
（「
承
和
十
三
年
弁
官
罷
免
事
件
の
審
理
経
過
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
」『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集

史
学
』
第
三
五
号
。
昭
和
六

十
三
年
。
九
頁
）。
宗
が
当
時
、
太
政
官
弁
官
局
の
主
典
で
あ
る
左
大
史
の
職
に
在
っ
た
こ
と
、
及
び
『
續
日
本
後
記
』
掲
載
の
前
記
太
政
官
符
に
宗
に

よ
る
私
罪
説
の
理
由
の
み
が
長
く
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

７
）

令
集
解
編
纂
以
後
に
お
け
る
義
解
学
に
示
唆
を
与
え
る
研
究
と
し
て
、
宮
部
香
織
「
い
わ
ゆ
る
『
異
質
令
集
解
』
に
つ
い
て
の
再
検
討
」（『
法
史
学

研
究
会
会
報
』
第
一
九
号
。
二
〇
一
五
年
）
が
あ
る
。
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